
省

令

十
四

西
大
西
洋
海
域
に
お
け
る

遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に

よ
る
体
重
三
・
二
キ
ロ
グ
ラ
ム

未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕

は
、
禁
止
す
る
。

十
七

西
大
西
洋
海
域
以
外
の
大

西
洋
の
海
域
（
地
中
海
の
海
域

を
除
く
。）に
お
け
る
遠
洋
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
体
重

六
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く

ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
は
、
禁
止
す

る
。

平成˜�年Ÿ月˜日 月曜日 第›˜›�号官 報
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別
表
第
二
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
第
十
六
号

を
削
り
、
同
項
第
十
七
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
二
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
第
十
八
号

中
「
四
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
を「
一
〇
・
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
暗
証
番
号
の
入
力
等
）

第
十
三
条

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
特
定
手
続
を
行
う
者
（
代
理
人
に
よ
り
当

該
特
定
手
続
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
代
理
人
）
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
そ
の
特
定
手
続
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
条
第
五
号

の
規
定
に
よ
る
特
定
手
続
に
あ
っ
て
は
次
の
第
二
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
第
十
条
第
五
十
九
号
の
規
定
に

よ
る
特
定
手
続
に
あ
っ
て
は
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
、
そ
の
特
定
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
特
定
手
続
を
行
う

者
に
あ
っ
て
は
、
識
別
番
号
を
電
子
計
算
機
か
ら
入

力
し
、
か
つ
、
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

入
力
す
る
事
項
に
係
る
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署

名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署

名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
行
い
、
当
該
電
子
署
名

に
係
る
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
電
子
証
明
書
と
併

せ
て
送
信
す
る
方
法

イ

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十

五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

ロ

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
許
庁
長
官
が

告
示
で
定
め
る
電
子
証
明
書

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
特
定
手
続
を
行
う

者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
識
別
番
号
及
び
第
十
五

条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
届
出
に
際
し
て
届
け
出
た

暗
証
番
号
を
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
す
る
方
法

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
子
計
算
機
の
届
出
）

第
十
五
条

第
十
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
五
及

び
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

第
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
特
定
手
続
を

行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
第
一
号
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一
号
の
方
法
に
よ
り
、
第

十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
特
定
手
続
を
行

お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
次
の
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
、行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
定
手
続
を
行
お
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名

称
、
電
子
計
算
機
に
関
す
る
事
項
、
使
用
し
よ
う
と

す
る
電
子
証
明
書
そ
の
他
必
要
な
事
項

二

特
定
手
続
を
行
お
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名

称
、
電
子
計
算
機
に
関
す
る
事
項
、
使
用
し
よ
う
と

す
る
暗
証
番
号
そ
の
他
必
要
な
事
項

〇
財
務
省
令
第
六
十
号

財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第

十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
八
月
一
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

財
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

財
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
財
務
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
倉
敷
の
項
中
「
吉
備
郡
」
を
削
る
。

別
表
第
三
鹿
島
の
項
中
「
茨
城
県
鹿
島
郡
神
栖
町
」
を

「
神
栖
市
」
に
改
め
、
同
表
水
島
の
項
中
「
小
田
郡

吉

備
郡
」
を
「
小
田
郡
」
に
改
め
る
。

別
表
第
九
潮
来
の
項
管
轄
区
域
の
欄
中
「
潮
来
市
」
を

「
潮
来
市

神
栖
市
」
に
改
め
、
同
表
倉
敷
の
項
中
「
吉

備
郡
」
を
削
り
、
同
表
玉
島
の
項
中
「
玉
島
服
部
」
の
下

に
「
、
船
穂
町
船
穂
、
船
穂
町
水
江
、
船
穂
町
柳
井
原
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
十
七
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第

六
十
五
条
第
一
項
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
八
月
一
日農

林
水
産
大
臣

島
村

宜
伸

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
第
三
号
中

「
第
八
号
ま
で
並
び
に
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
六
号

及
び
第
十
七
号
」
を
「
第
十
号
ま
で
及
び
第
十
六
号
」
に

改
め
、
同
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
か
ら
同
項
第

十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
四
号
を

同
項
第
十
三
号
と
し
、同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

〔
国
会
事
項
〕

J
I

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

事
務
所
の
住
所
変
更
（
海
上
保
安
庁
）

J
I

労

働

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
関
係
労
働
者
及
び

関
係
事
業
主
を
代
表
す
る
者
の
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て
（
厚
生
労
働
省
）

J
I

公
聴
会

電
波
監
理
審
議
会
の
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て

（
電
波
監
理
審
議
会
）

J
J

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁財

団
、
有
権
者
申
出
方
、
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
・
退
任
及
び
就
任
関
係

J
K

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
判
決
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
関
係

K
P

地
方
公
共
団
体

公
債
償
還
（
東
京
都
区
）
関
係

K
Q

会
社
そ
の
他

〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
六
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
及
び
第
五

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を

実
施
す
る
た
め
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
八
月
一
日経

済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

中
山

成
彬

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
第
七
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」

の
下
に
「
第
二
号
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中
「
第
十
七

条
」
を
「
第
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
号
ま
で
」
を
「
第
五
十

九
号
ま
で
」
に
改
め
、「
第
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
の
下
に
「
若
し
く
は
前
条
第
一

項
」
を
加
え
る
。

第
十
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
十
九

法
第
十
四
条
第
一
項
（
法
第
十
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
予
納
の

届
出
（
第
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
予

納
の
届
出
を
す
る
者
が
当
該
予
納
の
届
出
を
第
十
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
同
時
に
行
う
場

合
に
限
る
。）

六
十

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
氏
名
若
し
く
は

名
称
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
の
変
更
の
届
出

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま

で
及
び
」
に
改
め
る
。
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